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保
険
価

額

に

付

い

て

河

野

綾

雄

要

目

は

し

が

き

一
、
保
険
価
額
概
念
の
存
在
理
由

二
、
保
険
価
額
主
観
論
に
付
い
て

三
、
保
険
価
額
客
観
論
に
付
い
て

四
、
結

語

は

し

が

き

さ
き
頃
、
保
険
価
額

(
V
e
r
s
i
c
h
e
r
u
n
g
s
w
e
r
t
,
 
V
a
l
e
u
r
 
d
'
a
s
s
u
r
a
n
c
e
,
 
I
n
s
u
r
a
b
l
e
 
 
V
a
l
u
e

)

の
性
質
に
關
し
そ
の
主
観
性
、
客
観

性
が
問
題
と
せ
ら
れ
た
。
勿
論
從
來
と
錐
も
、
こ
の
問
題

は
全
然
考
察

の
対
象
外
に
置
か
れ
た
わ
け
で
も
な
か
つ
た
。
最
近
の
該
問

題
論
孚
の
契
機
は
佐
波
學
士
が
経
済

論
叢
四

一
巻
三
號
に

「
保
険
価
額
規
定
無
用
論
」
を
護
表
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
後
、
神

保
険
価
額

に

付

い

て

五
三
九



法

政

研

究

第
七
巻

第
二
號

五
四
〇

・

戸
商
大
北
村
教
授
は
國
民
経
済

維
誌
五
九
春
六
號
に

「
保
険
償
額
論
の

一
節
」
を
以
て
佐
波
學
士
の
所
説

に
鷹

へ
ら
れ
た
。
同
學
士

は

「
再
び
保
険
価
額

に
つ
い
て
」
を
経
済

論
叢
四
二
雀
二
號
に
公
に
さ
れ
る
や
、
北
村
教
授

も
國
民
経
済

雑
誌
六
〇
巻
四
號
五
號
に

「
保
険
価
額
概
念
の
生
成
」
を
掲
げ
佐
波
學
士
の
見
解
を
排

さ
れ
た
。
た
ま
た
ま
野
津
博
士
が

「
被
保
険
利
益

に
就
て
」

(講
演
)

及
び
保
険

法

へ新
法
學
全
集

)
等
に
於
て
此
の
鮎
に
つ
い
て
爾
氏
の
論
争
を
紹
介
さ
れ
、
加
藤
博
士
ま
た
、
損
害
保
険

研
究

二
巻
三

號

に
北
村
教
授
、
椎
名
教
授

の
所
説
を
評
せ
ら
る
や
、
北
村
教
授
は

「
保
険
価
額
の
客
観
性
」

(
民
商
法
雑
誌
四
巻
五
號
)

を
以
て
爾

博
士
に
対
し
多
少
の
論
難
を
試
み
ら
れ
た
。

こ
の
論
評
に
対
し
金
卒
氏
は

「
保
険
価
額
に
關

す
る
野
津
博
士
の
所
論
に
対
す

る
北
村
教
授
の
批
評
に
就
て
」

(
民
商
法
雑
誌
五
巻

一
號
)

を
以
て
教
授
を
更
に
批
評
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

惟
ふ
に
、
保
険
価
額

の
客
槻
性
ご
い
ひ
、
主
観
性
ご
い
ひ
そ
れ
は
畢
党
程
度
の
問
題
で
あ
る
場
合
も
あ
ら
う
。
そ
の
極
端
な
る
主

張
相
互
間
の
比
較
は
判
然
た
り
得
る
が
、
然
ら
ざ
る
も
の
の
相
互
聞
に
お
い
て
の
比
較
論
評
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
と
い
は
ね
ば
な

ら
蹟
。

嗣
、
保
険

償
額
概
念
の
存
在
理
由

保
険
価
額

性
質
論
に
入
る
に
先
ち
、
何
が
故
に
、
保
険

贋
額
の
概
念
が
保
険
契
約
上
要
求
せ
ら
れ
た
か
、
ま
た
現
に
要
求
さ
れ
て

ゐ
る
か
の
考
究
が
前
置
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
特
に
そ
の
存
在
理
由
を
否
定
し
去
ら
ん
と
す
る
有
力
に
し
て
示
唆
多
き
論
作
の
套
表
を



(
一
)

見
た
今
日
、
そ
の
感
を
深
く
す
る
わ
け
で
あ
る
。
保
険

契
約
に
お
い
て
、
保
険

の
目
的
物
に
つ
き
損
害
発
生

し
た
時
、
保
険
者
は
、

被
保
険
者
を
し
て
、

損
害
焚
生
前
の
状
態

に
ま
で
損
害
填
補
の
義
務
を
負
担

す
ろ
は
、
保
険

が
損
害
填
補

の
原
則

(
P
r
i
n
c
i
p
e
 
 
i
n

d
e
m
a
i
t
a
i
r
e

)
の
上
に
た
つ
限
り
當
然
で
あ
る
。
損
害
の
…填
補
に
あ
た
つ
て
は
、
ま
つ
損
害
額
を
決
定
す

る
の
要
が
あ
る
。
損
害
は

分
量
的
に
、
物
理
的
に
、
杢
損
か
分
損
か
、分
損
な
ら
ば
杢
部

に
対
す

る
割
合
は
、
如
何
程
で
あ
ろ
か
を
、
測
定
し
得
て
も
、
経
済
的

金
鐘
的
に
そ
の
損
害
額
を
定
め
ん
と
す
れ
ば
そ
の
前
提
條
件
と
し
て
保
険
価
額

-ー

被
保
険
利
益

の
評
価
額
1

を
定
め
る
の
必
要

を
生
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
敵
洲
に
お
い
て
十
七
世
紀
以
後
、

一
時
、
海
上
保
険

に
於
け
る
保
険
便
額
の
自
由
評
価

の
慣
行
が

行
は
れ
た
爲
に
如
何
に
、
被
保
険

者
の
不
正
評
価

が
保
険
者
を
悩
ま
し
た
か
、
そ
し
て
、
そ
の
後
、
保
険

者
は
種

々
の
理
由
を
あ
げ

(
二

)

て
填
補
金
支
払

を
回
避
せ
ん
と
し
た
か
、
を
考
察
す
れ
ば
明
瞭
で
あ
る
。
次

に
保
険
価
額

は
保
険
者
の
給
付
す
べ
き
填
補
額
の
最
高

限
度
を
定
め
ろ
が
爲
に
必
要
と
せ
ら
れ
る
。
財
産
保
険

は
積
極
的
に
被
保
険
者
に
利
得
せ
し
む
べ
き
で
は
な
く
ー

人
保
険

に
お
い

て
は
保
険

金
額

の
み
を
以
て
保
険
者

の
責
任
額
は
不
動

の
も
の
と
な
る
が
ー

消
極
的
に
實
損
害
填
補
に
止
ま
る
べ
き
で
あ
る
。
こ

の

「
利
得
禁
止
」

(
B
c
r
e
i
c
h
e
r
u
n
g
s
v
e
r
b
o
t

)
と
い
ふ
保
険
契
約
法
及
び
保
険

政
策
上
の
基
本
的
要
請
の
も
と
に
お
い
て
は
、
如
何

に
多
額
に
、
保
険

金
額
を
契
約
し
て
も
、
實
損
害
以
上
に
保
険
者
は
給
付
を
な
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
全
部
保
険

の
場
合
に
も
其
の
實
損
額
が
保
険

者
の
負
担

の
最
高
限
度
を
劃
す
る
わ
け
で
あ
b
、

一
部
保
険

の
場
合
に
は
、
實
損
害
の
内
の
或
る

一
部
に
限
局
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
割
合
、
比
率
の
基
礎
的
標
準
と
し
て
、
保
険
価
額

の
概
念
は
不
可
訣
な
存
在
で
あ
る
と
せ
ら

ニ
ニ
)

れ
る
。
こ
の
概
念

に
因
り
、
ま
た
賭
博
保
険

及
び
超
過
保
険

を
防
止
す
る
こ
と
を
得
る
の
で
あ
る
、
さ
れ
ば
此
等
の
場
合

に
限
つ
て

保

臓
価
額

に

付

い

て

五
四
一



法

政

研

究
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七
巻

第
二
號

五
四
二

も
保
険
価
額

の
概
念
は
極
め
て
重
要
な
存
在
ω
意
義
と
理
由
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
。

註
一

佐
波
學
士
「
保
険
価
額規
定
無
用
論
」
(
経
済
論
叢
四
一
巻
三
號
三
七
頁
三
七
潤
頁
以
下
)

「
再
び
保
険
価
額
に
つ
い
て
」
(
論
叢
四
二
巻
二
號
一
一
四
頁
以
下
)

詐
二
C
l
a
u
d
e
 
L
a
f
f
a
r
g
u
e
:
 
"
L
a
 
c
l
a
u
s
e
 
d
e
 
v
a
l
e
u
r
 
 
a
g
r
e
e
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
a
s
s
u
r
a
n
c
e
s
 
t
e
r
r
e
s
t
r
e
s
 
e
t
 
m
a
r
i
t
i
m
e
s
"
 
1
9
C
6
.
 
(
E
e
A
R
R
t
)
 
6
7
.
 
6
8
.
 
1
0
3
.

註
三

野
津
博
+
「
保
険法
」
(新
法
學
全
集
)
一
九
四
頁
以
下
。
椎
名
教
援
「
海
上
保
険
概
論
」六
二
頁
以
下
大
濱
教
授

「
保
険法
要
領
」
一
五
六
頁

岩
瀬
氏

「
保
険法
論
」
八
三
頁
以
下
等
で
大
燈
通
説
と
い
ひ
得
る

二
、
保
険
価
額

主
観
論
に
付
い
て

保
険
価
額

の
決
定
は
保
険

の
種
類
、
被
保
険
利
益

の
種
類
に
因
り

一
様
で
は
あ
り
得
な
い
。
同

一
稚
の
保
険
、
同

一
被
保
険
利
益

に
あ
つ
て
も
、
保
険

額
決
定

の
時
、
及
び
場
所
等
の
標
準
を
考
慮
に
い
る
れ
ば
更
に
多
様
化
す
る
の
で
あ

る
が
以
下
論
ぜ
ん
と
す
る

は
主
と
し
て
保
険
償
額

は
主
槻
的
評
価

に
依
る
べ
き
か
客
槻
的
評
価

に
依

る
べ
き
か
の
問
題
で
あ
る
。
尤
も
、
北
村
教
授

の
所
説
に

つ
き
論
評
す
る
際
・
決
定

の
晒
の
問
題

に
燭
れ
る
こ
と
を
断

は
つ
て
置
く
。
保
険
価
額

は
之
を

一
般
的
客
観
的
許
債
に
よ
つ
て
定
む

べ
し
と
す
る
は
姦

の
署

の
採
ら
れ
る
幾

菰

㌃
ボ
保
険

利
蒙

主
観
的
利
益
で
あ
る
以
上
・
保
険
価
額
は
呈

観
的
禮

砦

得
る
と
す
る
は
少
驚

者
の
見
蟹

釜

』
樹
述
佐
波
學
吉
保
険
価
額

規
定
無
用
論
は
保
険
価
額
の
概
念
は
之
を
葎

の
解

讐

し
て
は
二

慮
認
め
ら
れ
つΩ
ガ

際
の
保
険
霧

と
葎

の
規
定
と
を
嚢

し
た
上
・
両
者
の
不

一
致
を
論
證
し

『
法
規
は
そ



の
性
質
上
、

一
般
姿
當
性
を
も
つ
べ
き
立
場
よ
り
財
の

一
般
的
客
観
的
価
額

を
以
て
保
険

償
額
で
あ
る
ご
の
抽
象
的
前
提
の
上
に
立

つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
現
實
に
は
求
め
ら
れ
な
い
価
額

に
基
底
を
置
い
て
ゐ
る
爲
に
實
際
の
保
険

市
場
に
お
け
る
填
補

に

關
し
て
は
、

殆
ご
効
果
を
も
ち
得
な
い
。

實
際
市
場

は
保
険
価
額

ま
た
は
、

そ
の
算
定
を
輕
覗
ま
た
は
無
視

し
て
ゐ
る
。
保
険

金

額
の
み
で
用
が
充
分
に
足
り
る
状
態

に
あ
る
。
而
し
て
、
既
に
現
實
が
然
る
限
り
、
保
険
価
額

に
關
す
る
規
定
は
法
規
に
於
て
も
約

(四
)

歎

に
於
て
も
、
全
く
無
用
で
あ
る
』
ε
結
論
さ
れ
、
ま
た

『
保
険
価
額
は
主
観
的
許
慣
に
基
い
て
決
定
さ
る
べ
き
も
の
』

『
保
険
契

約

は
被
保
険
利
益

に
つ
い
て
の
個
人
的
利
害
関
係

に
關

し
て
な
さ
る
。
…
…
從

つ
て
、
そ
れ
に

一
般
的
価
額

あ
り
と
し
そ
れ
に
墓
い

て
、
填
補
を
な
す
こ
ご
を
内
容

ご
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、

そ
れ
自
身
の

目
的
に
反
す
る
』
『
被
保
険

者
の
被
保
険
利
益

に
対
す

る
評

債
こ
い
ふ
こ
と
を
無
観
し
て
は
、
損
害
額
.
損
害
填
補
額
.
損
害
保
険

契
約
こ
い
ふ
こ
と
が
全
く
無
意
味
に
な
つ
て
來
る
の
で
あ
る
。

尤
も
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
被
保
険

者
が
、
江
だ
、
個
人
的
に
評
価

す
る
ご
い
ふ
だ
け
で
は
、
そ
れ
は
単
な
る

主
観
的
評
価

た
る
に
ご

ご
ま
り
、
未
だ
之
を
以
て
、
保
険
価
額

こ
い
ふ
こ
と
は
出
來
な
い
。
そ
の
評
価

が
保
険
価
額

こ
し
て
の
意
味

を
も
つ
九
め
に
は
、
保

瞼
契
約

に
よ
つ
て
、
規
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
詳
し
く
言

へ
ば
被
保
険

者
が
相
手
方
た
る
保
険
者

の
承
諾
を
得
た
る
便
額
、

即
ち
、
被
保
険

者
ざ
保
険
者
ε
の
合
意
に
よ
つ
て
定
め
ら
れ
た
価
額

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
:
合
意
に
よ
つ
て
定
め
ら
れ
た
債

額
で
あ
れ
ば
こ
そ
特
に
、
保
険
価
額

こ
い
ふ
の
で
あ

つ
て
、
そ
こ
に
保
険
価
額

が
贅
買
便
額
、
担
保

便
額
等

と
異
る
意
味
を
も
つ
所

,

(
玉
)

以
が
存
す
る
の
で
あ
る
』
と
論
ぜ
ら
れ
る
。
こ
れ
が
北
村
教
授

を
し
て
、

『
學
士
は
全
然
、
保
険
価
額

の
観
念
を
認
め
す
、
協
定
保

瞼
価
額

の
観
念
を
認

め
、
こ
れ
を
呼
ぶ
に
保
険
価
額

な
る
文
字
を
使
用
せ
う
ざ
い
ふ
に
在

る
ら
し
い
の
で
あ

る
。
乍
然
、
保
険
価
額

保
険
価
額

に

付

い

て

五
四

三



法

政

研

究

第
七
巻

第
二
號

五
四
四

の
観
念
を
前
提
せ
な
い
協
定
保
険
価
額

の
観
念
は
既
に
協
定
保
陰
便
額
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
從

つ
て
學

士
の
所
謂
、
保
険
僧
日額
は

(六
)

決
し
て
協
定
保
険
価
額

で
も
あ
り
得
す
、
結
局
、
そ
れ
は
第
三
の
あ
る
も
の
だ
ε
い
ふ
こ
と
に
な
る
』

『
保
険
価
額
を
認
め
得
な
い

(
七
)

者
が
保
険
価
額

の
う
ち
の
主
観
説
で
あ
れ
客
観
設
で
あ
れ
1

左
檬
な
も
の
が
あ
り
と
し
て
も

採
ら

れ
る
筈

は
な
い
』
と
論
断

せ
し
め
る
に
至
つ
九
主
要
な
貼
の
や
う
で
あ
る
。

併
し
第
三
者
よ
り
、
今
、
學
士
の
無
用
論
の
第

一
の
根
篠
江
る
法
律
解
釈

論
を
観
る
に
、

『
既
に
保
険

橿
額
が
當
專
者
に
よ
っ
て

定
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
當
事
者
の
利
害
関
係

に
よ
つ
て
、
自
由
に
定
め
ら
れ
る
の
で
あ

つ
て
、
決
し
て
或
る
被
保

瞼
利
益

の
保
険
価
額

は
金
何
圓
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
額
で
あ
つ
て
は
な
ら
ぬ
ご
い
ふ
わ
け
の
も
の
で
は
な
い
…
…
私
は
保
険
贋
額

を
…
…
非
現
實
的
償
額
に
は
求
め
ず
保
険
価
額

は
契
約
當
車
者
の
立
場
、
ま
九
は
利
害
関
係

に
よ
つ
て
、
蝦
補
額
決
定
の
忙
め
に
、

(
八
)

如
何
や
う
に
も
、
そ
の
合
意
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
の
見
解

に
た
つ
』

ε
の
論
旨
は
、

『
第

三
の
あ
る
も
の
』
に
非
す

し
て
寧
ろ
保
険
価
額

の
主
観
性
を
強
調
せ
ら
れ
江
も
の
ε
理
解
し
得
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
即
ち
、
北
村
教
授

の
い
は
れ
る
協
定保
険
価
額

は
保
険
価
額

の
観
念
成
立
を
前
提
と
す
る
に
反
し
學
士
の
意
味
せ
ら
る
Σ
そ
れ
は
之
を
前
提
と
し
な
い
ま
で
で
あ
つ
て
、

協
定
保
険
価
額

そ
れ
自
體

に
変
り
が
な
い
以
上
、
之
を

『
協
定
保
険
価
額

』
と
い
ふ
か
叉
は

『
保
険
価
額
』
と
い
ふ
か
は
、
要
.す
る

に
、
保
険
価
額

を
客
観
的
に
観
念
す
る
か
叉
は
主
槻
的
に
観
念
す
る
か
に
依
る
に
外
な
ら
な
い
。
之
を
以
て

『
策
三
の
あ
る
も
の
』

と
す
る
ほ
ご
名
稻
に
拘
泥
す
る
必
要
は
毫
も
な
い
。
從

つ
て
私
は
、

「
保
険
価
額
を
認
め
得
な
い
」
佐
波
學
士
を
発
見

す
る
を
得
な

(九
)

い
の
み
か
、
却
て
、
保
険
価
額

の
主
親
性
を
そ
の
主
張
の
根
底

に
深
く
戯
す
る
佐
波
學
士
を
印
象
し
得
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
の



貼
に
就
て
こ
そ
、
吾

々
保
険
債
顧
の
客
観
性

を
主
張
す
る
立
場
よ
り
同
學
士
に
劃
す
る
異
議
が
存
し
な
く
て

は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

ま
つ
策

一
に
法
律
解
釈

論
の
上
か
ら

『
契
約
當
事
者
の
立
場
ま
た
は
利
害
関
係

に
よ
つ
て
、
填
補
額
決
定
の
た
め
、
如
何
様
に
も
そ

の
合
意
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
の
見
解
に
立

つ
』
限
り
、
保
険
契
約
法
、
保
険

政
策
上
の
根
本
的
要
請
た
る

「
利
得
禁

止
、
實
損
害
填
補
の
原
則
」
は
破
ら
れ
、
超
過
保
険

、
賭
博
保
険

等
の
道
徳
的
危
険

の
跳
梁
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
保
険

の
基
礎
を
危

殆
に
お
と
し
い
れ
る
處
あ
り
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ク

ロ
ー
ド
、
ラ

フ
ア
ル
グ
に
擦
れ
ば
、
協
定
保
険

僧
額

は
眞
實
僧
額

(
V
a
l
c
u
r

r
i
e
l
l
e

)

以
外
の
価
額

の
保
険

を
許
さ
な
い
。

九
ビ
そ
れ
は
被
保
隙
者
を
し
て
、
保
険
価
額

及
び
事
故
発
生

に
際
し
て
の
損
失
の
誰

明
を
容
易
な
ら
し
め
る
だ
け
の
目
的
を
有
す
る
が
、

一
面
協
定
慣
.額
決
定

に
あ
た
つ
て
は
、

目
的
物
に
対
す

る
心
醇
、
愛
好
、
そ

の
物
の
あ
る
状
態
、

稀
少
性
、

そ
の
物
の
探
求
困
難
性
等
の
諸
因
子
を
計
算
に
入
る
べ
き
で
あ
る
。

而
し
て
此
等

の
因
子
は
協
定

(十
)

偵
、額
決
定
に
際
し
て
は
、
客
槻
性
を
有
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
注
意
し
て
ゐ
る
。
ま
た
海
上
保
険

に
お
け
る
協
定
保
険
価
額

約
歎
の

墾

遷
を
説

く
に
及
ん
で
は
、
協
定
償
額
約
欺

は
被
保
険

者
が
正
當
な
保
證

を
得
ん
が
江
め
之
を
求
め
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
し
、

こ
の
協
定
価
額

約
歎
江
ろ
や
、
被
保
険

者

は
古
い
書
式
た
る

.
"
V
a
i
l
l
e
 
q
u
e
 
v
a
i
l
l
e
,
"
 
"
F
a
s
s
e
 
o
u
 
n
e
 
f
a
s
s
e
 
p
a
s
"

等
の
文
句
を
附

加
し
て
事
故
襲
生
の
際
約
歎
通
り
の
填
補
を
得
ん

ご
目
論
ん
だ
が
、
か
ゝ
る

『
不
動
約
歎
文
句
』
は
實
損
害
填
袖

の
原
則
上
超
過
保

瞼

に
な
ら
ざ
る
や
う
、
北
ハの
限
度
に
減
少
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
假
令
、
之
を
約
欺
に
記
載
し
て
ゐ
て
も
、
箪
な
る
例
文
に
過
ぎ
な

(十

一
)

ー

い
と
す
る
。
佐
波
學
士
は
こ
れ
等
の
非
難
め
る
こ
と
を
豫
想
し
て
か
、
そ
れ
は
現
實

に
立
脚
し
な
い
反
対
論

で
あ
る
と
し
、
そ
の
例

誰
と
し
て
、

一
方
に
於
て
保
険
価
額

に
關

丁
る
綿
密
な
法
律
規
定
を
有
し
乍
ら
、
他
方
に
於
て
超
過
保
険

が
殆
ざ
、
す
べ
て
の
財
産

保
険
価
額

に

付

い

て

五
四
五
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六

、

保
険

に
つ
い
て
行
は
れ
て
ゐ
る
状
態
で
あ
り
、
而
も
超
過
保
険

に
關
す
る
訴
訟
の
極
め
て
稀
で
あ
る
こ
と

を
指
摘
さ
れ
る
が
、
果
し

て
、
斯
く
断
定
し
得
る
で
あ
ら
う
か
。
保
険
業
者

は
損
害
の
査
定
に
つ
き
、
超
過
が
著
し
き
場
合
に
も

(商
三
九
四
條
参
)
訴
訟
を
起

す
こ
ご
を
欲
せ
す
、
多
く
は
要
協

に
よ
つ
て
解
決
す
る
事
、
及
び
而
も
、
此
の
安
協
の
基
準
た
る
べ
き
も
の
こ
そ
商
法
規
定
よ
り
推

論
せ
ら
る
x
保
険
価
額

の
存
在
で
あ
る
事
に
注
意
す
れ
ば
斯
く
断
定
し
得
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
椎
名
…教
授

(前
褐
、
緯
時
、

八
巷
二
號

一
八
頁
)
も
い
は
れ
る
如
く
、
法
規
は
訴
訟
事
件
に
適
用
さ
れ
て
の
み
、
實
際
上
の
効
果
を
生
す

る
と
の
見
解
は
果
し
て
正

當
で
あ
ら
う
か
。
保
険
価
額

に
關
す
る
法
規
は
超
過
保
険

等
の
道
徳
的
危
険

を
豫
防
す
る
目
的
的
立
場
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
保
険

慣

額
規
定
有
用
論

は
此
の
豫
防
的
税
野
よ
り
の
當
然
の
蹄
結
で
あ
る
。
吾

々
は
経
済

の
實
際
を
無
視

す
べ
か
ら
ざ
る
ε
同
時
に
ま
た
、

健
全
な
實
際
経
済

へ
の
指
導
的
役
割
を
法
規
に
求
む
べ
き
で
あ
る
ご
考

へ
る
も
の
で
あ
る
。

(十
二
)

第
二
に
佐
波
學
士
、
規
定
無
用
論
の
第
二
の
根
撮
た
る
保
険

の
實
際
論
に
傾
聴
す
れ
ば
、
即
ち
、
保
険
価
額

は
實
際
上
の
取
扱
よ

り
す
れ
ば
無
用
な
概
念
で
あ
6
ご
し
、
そ
の
例
誰
こ
し
て
、
火
災
保
険

の
實
際
に
於
て
契
約
締
結
當
時
に
は
保
険
価
額

を
算
定
せ
ざ

る
の
み
な
ら
す
、
損
害
焚
生
の
場
合
に
は
給
付
額
を
定
め
ろ
前
提
と
し
て
、
保
険

僧
額

を
決
定
す
る
わ
け
で

は
な
く
、
保
険
契
約
は
、

す
べ
て
、

一
感
、
全
部
保
険

ご
看
倣
し
初

に
定

め
た
保
険
金
額

に
よ
り
保
険

贋
額
を
代
表
せ
し
め
、
全
損
に
あ
つ
て
は
、
保
険

金
額
、

分
損
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
損
害
杢
部
を
保
険

者
の
給
付
額
ご
す
る
。
船
舶
保
険

に
於
て
は
、
契
約
締
結
に
あ

た
つ
て
保
険
価
額

が
定

め
ら
れ
る
。
蓋
し
、
船
舶
の
経
済

的
修
繕
不
能
に
因
る
推
定
全
損
の
決
定
に
つ
い
て
、
救
助
費
、
共
同
海
損
分
樗
額
、
修
繕
費
ざ
船

舶
保
険
価
額

と
が
比
較
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
併
し
、
船
舶
保
険
證
券

に
記
載
す
る
保
険
便
額

は
、
多
く
は
、
保
険
金



頻
と
同
額
と
さ
れ
る
。
從

つ
て
、
損
害
頻
堀
補
額
決
定
の
た
め
に
役
立
つ
と
い
ふ
機
能
を
少
し
も
果
さ
な
い
こ
と
」
な
る
と
説
き
、

が
や
う
な
實
情
下
に
て
は
、
法
縄
ま
忙
は
、
約
款
に
保
険

値
額
を
定
め
る
こ
ご
は
不
必
要
と
結
論
さ
れ
る
。
乍
然
、
實
際
上
の
慣
行

と
し
て
、

「
保
険
価
額
」
な
る
名
稽
を
表
面
に
出
さ
す
と
も
、
實
質
上
、
保
険

贋
額
概
念
の
定

め
ら
れ
て
ゐ
る
と
解
す
べ
き
場
合
が

あ
ら
う
し
、
保
険

贋
額
を
實
際
上
、
保
険

金
額
と
同

一
と
し
た
場
合
と
錐
も
、
全
額

の
同

一
は
保
険
贋
額
概
念
の
否
定
で
あ
る
ε
い

ふ
わ
け
の
も
の
で
な
い
ご
解
せ
ら
れ
、
之
を
奈
的
に
抹
殺
す
る
を
得
な
い
ε
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
斯
く
解
す

る
所
以
は
、
上
述
の
如

く
、
保
険
借

額
の
關
連

す
る
法
規
は
単
な
る

形
式
的
の
も
の
で
は
な
く
、
保
険

政
策
上
、
極
め
て
重
要
な
意
義
と
使
命
を
有
す
る
も

(
十
三
)

の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
伺
ほ
こ
れ
等
の
實
際
論

に
つ
い
て
椎
名
教
授

(前
掲
、
緯
時
、
八
巻
二
號
一
二
,
-
=
二
頁
)

が
同
じ
く
實
際
的

槻

黙
よ
り
、
火
災
保
険

、
蓮
邊
保
険

、
積
荷
保
険

、
船
舶
保
険

等
に
亘
つ
て

一
々
佐
波
學
士
の
實
際
論
の
認
識
不
足
を
論
難
さ
れ
る

と
こ
ろ
も
、
蝕
に
論
ず
る
結
果
と
略

々
同
じ
ご
考

へ
る
。
學
+
は
、
保
険

悟
額

の
決
定
が
、
契
約
當
初
は
勿
論
、
填
補
額
算
定
の
場

合

に
も
な
さ
れ
な
い
と
説

か
れ
る
が
、
實
際
の
場
合

(動
産
保
険

の
場
合
で
も
)
悟
額
の
決
定
が
な
さ
れ
る
場
合
も
相
當
多
い
こ
ご

を
注
意

す
べ
き
で
あ
る
。
特
に
運
邊
保
険

、
積
荷
保
険

に
つ
い
て
は
、
椎
名
教
授
が

『
實
際
に
於
て
は
、
保
険

の
申
込
人
が
保
険

の

口
的
の
借
額
を
申
告
し
、
保
険

者
は
之
を
承
認
し
た
上
で
保
険

金
額
を
設
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
誰
雰
に
保
険
金
額
し
か
記
載
さ
れ

な
い
か
ら
と
て
、
保
険
価
額

を
無
硯
し
て
ゐ
る
ご
い
ふ
が
如
き
は
暴
論
で
あ
る

…
・
從
つ
て
損
害
焚
生
す
る
に
及
ん
で
も
、
保
険

債

額
を
算
定
す
る
こ
と
が
行
は
れ
な
い
の
は
當
然
で
あ
る
。
佐
波
氏
は
保
険
僧
額
が
契
約
の
當
時
、
算
定
さ
れ
協
定
さ
れ
て
あ
る
こ
と

(
十
四

)

・

・

…

.
…

を
忘
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
』
と
さ
れ
る
鮎
は
私
も
賛
同
す
る
ε
こ
ろ
で
あ
る
。
更
に
船
舶
保
険

に
用
ひ
ら
れ
る
二
様
保
険

贋
額
特
約

保
険

償

額

に

付

い

て

五
四
七
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歎

乃
至

藤

慧

紛
弥

(
d
u
a
l
 
v
a
l
u
a
t
i
o
n
 
c
l
a
u
s
e

)
に
於
け
る
二
重
評
価

を
保
険
価
額

の
客
観
性
否
定
の
根
様
と
さ
れ
る
佐
波
學

士
に
対
し

て
は
椎
名
教
授

の
反
対

が
正
當
で
は
あ
る
ま
い
か
1

大
な
る
保
険
価
額

を
全
損
に
対
し

て
適
用
し
、
小
な
る
保
険

領
額

を
分
損
に
適
用
す
る
事
實
の
眞
否
は
論
外
と
し
て
も
ー

(
椎
名
教
授
前
掲
八
答
二
號
一
八
頁
)
。

保
険
価
額

の
主
観
性

乞
主
張
す
る
學
者
が
、
從
來
の
客
観
的
価
額

論
者

の
所
謂
、

一
般
価
額

を
以
て
抽
象
的
に
し
て
、
察
漠
π
る

概
念
に
止
ま
り
、
現
貧
の
保
険
価
額

決
定
の
標
準
た
り
得
す
と
し
、
之
を
論
難
す
る
と
こ
ろ
は
學
士
の
論
調

に
も
観
る
こ
と
を
得
る
。

即
ち
、

『
假
り
に
、
保
険
価
額

を
商
法
の

一
般
的
解
釈

に
從
つ
て

一
般
的
客
観
的
価
額

に
よ
つ
て
定
む
べ
し
と
し
て
も
、
そ
の

一
般

的
客
観
的
価
額

を
算
定

丁
る
こ
と
が
現
實
に
は
不
能
ま
九
は
極
め
て
困
難
な
場
合
が
多
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ

る
』

(
前
掲
論
叢
四
二
巻

二
號
一
二
〇
頁
)

『
一
般
的
客
観
的
価
額

は
抽
象
的
概
念
の
世
界
に
の
み
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
保
険
価
額

は
保
険
契
約
と
い
ふ
具

艦
的
内
容

に
よ
つ
て
、定
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
現
實
の

一
つ
の
取
引
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
は
全
く
別
個
の
概
念

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
』

(前
褐
論
叢
囚
一
巻
三
號
三
八
六
頁
)
等
こ
れ
で
あ
る
。
主
観
説
論
者

の
從
來
の
客
・観
詮
に
対
す

る
こ
れ
等
の
論
難

は
正
に
、
客
襯
説
論

者
の
急
所
を
衝
い
た
も
の
と
い
ひ
得
よ
う
。
蓋
し
元
來
、
被
保
険

利
益
な
る
観
念

は
直
接
間
接
に
何
等
か
の
法
律
上
の
蓮
鎖

に
よ
つ

て
そ
の
被
保
険
利
益

の
郎
す
る
主
・艦
を
離
し
て
は
之
を
思
惟
す
る
を
得

す
、
然
つ
て
被
保
険
利
益

の
評
慣

も
當
然
、
純
客
観
的

一
般

的
に
之
を
決
し
得
な
い
と
解
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
私
は
、
保
険
価
額

に
關
す
ろ
法
規
の
必
要
な
る
こ
と
を
詮
き
、
之
に
反
対

さ
る

」
佐
波
學
士
の
法
規
無
用
論
の
根
底

に
潜
在

す
る
思
想
が
依
然
と
し
て
、
保
険
価
額

の
主
槻
性
を
説
く
も
の
で
あ
る
と
し
、
此
の
見
地
か
ら
論
じ
て
主
襯

詮
の
姿
當
な
ら
ざ
る
こ



ε
を
明
ら
か
に
し
、
最
後

に
主
観
詮
の
側
よ
り
從
來
の
客
観
説

(
一
般
的
抽
象
的
客
観
的
の
名
で
呼
ば
れ
得

る
)

へ
の
論
難
、
必
す

し
も
あ
た
ら
す
と
す
る
を
得
な
い
こ
と
を

一
言
し
た
。

註

一

水
ロ
博

士

「
保
険
法
論

」
四

七
七
頁

以
下

粟
津
博
士
「
日
本
保
険

法
論
」
(
同
博
士

論
集

八
巻
)

一
一
四
頁

野
津
博

十
前
掲

一
九
九
頁

北
村
教
授

「
保
険
償
額
論

の

一
節

」
(
國
民
纏
濟
難

誌
五
九
巻
六
號

七
五
六
頁
)

「
保
険
償
額
概
念

の
成
生
」
(
同

六
〇
巷
掴
號
四
九
〇
頁
以

下
)

(
六
〇
巻

五
號
六
八
六
頁
)
大
濱
教
授
前
掲

一
五

隔
頁
以
下

加
藤
博
士

「
保
険
価
額
の
客
観
性
に
關
す

る
北
村

、
椎
名
雨
教
授

の
所

説
を
評
す
」
(
損
害
保
険
研
究

二
巻

三
號
)
椎
名
教
授

「
保
険
償
額

に
關
す
る
論
争

」
(
経
済
時
報

八
巻

二
號

一
一
頁
)
田
中
(
耕
)
博
士

「
保

瞼

法
講
義
要
領

」
八
〇
頁

野
崎
教
授

「
保
険
契

約
法
論
」

一
〇

三
頁
等

註

二

松
本
博

十

「
保
険
法
」
八
四
頁

藤
本
博

士

「
海

上
保
険

論
」
六
八
頁

註

三

こ
の
貼
に

つ
い
て
北
村
教
授

(
前
掲
國
纏

六
〇
巻
五
號
六
四
頁

註
三
八
)

の
解

せ
ら
れ
る
や
う

に
は
考

へ
ら

れ
な

い
後
蓮
参
照

(
註
九
)

註
四

佐
波
學
士
、
前
掲
四

一
巻

三
號

三
八
五
頁

註
乳

同

前
掲

四
二
巻

二
號
四
七
七
i
四
七
八
頁

註

六

北
村
教
授

、
前
掲
、
國
経

六
〇
巷
五
號

六
四
頁
註

三
八

註

七

同

「
保
険
価
額
の
客
観
性
」
(
民
商
法
雑
誌
四
巻
五
號

二
〇
r
⊥
二

號
)

註

八

佐
波
學
士
、
前
掲
、
四

一
巻
」二
號

三
八
七
頁

註
九

北
村
教
授
は
前
掲
民
商
法
四
巷

五
號

二

一
頁

に

「
野
津
博

士

(
前
掲
保
険

法

一
九
八
-
∴

九
九
)

が
佐
波
學
士
は
保
険
償
額

の
主
親
説
を
と

ら
れ
北
村
教

授
は
客
槻
説
を
と

つ
て
爾
方
争

つ
て
ゐ
る
と

い
は

れ
る
が
佐
波
學
十

の
説
は
主
観
説
で
も
あ
り
客
襯
説

で
も
あ
リ
得
な

い
が
故

に
雨
方
争

ふ
わ
け
が
な

い
と

の
意

味
を
蓮
べ
ら
れ
た
が
第

三
者

の
側
よ
り
観

れ
ば
本
文
に
蓮
べ
る
が
如
く
解
せ
ら
れ
る
以

上
、
博

士
は
・事
實

を
事
實
と
し
て
述

べ
ら
れ
た
に
過
ぎ
な

い
で
論
争

の
内
容
を

正
解

し
な

い
の
は
論
璽

の
常
事
者

た
る
北
村
教
授
自
身
な

の
で
は
あ
る
ま

い
か
。

保
険

償

額

に

付

い

て

五
四
九



法

政

研

究

第
七
巻

第

二
號

五
五
〇

註
+

に
よ

れ
ば

が
協
定
保
険
価
額

は
事
前
に
於
け
る
射
倖
的
評
慣
に
よ
つ

て
成
立
す
と
解
し
た
が
、
こ
の
児
解

は
、
佛
國
初
期

の
判
例
中
に
協
定
保
険
価
額

の
有
効
性
を
論
定
す
る
に
あ

た
り
、

射
倖
的
性
格

に
蹄
し
之
を
説
明
し
た
と
こ
ろ
に
獲
す

る
と
し
、
判
例
を
紹
介
す
る
。
即
ち
佛
國
擦
訴
院

は
。
保
険
證
券

中

の
美
術
品
が
費
買
償
額
を
有

す
る
の
は
同
種

の
品
が
普
通
市
場

で
有
す
る
便
額

に
よ

つ
て
決
定
さ
れ
る
時

で
あ
る
と
し
、

美
術
品

の
額
は
假
令
、
當
事
者
間
に
価
額

を
定

め
た
と
し
て
も
叉
始
か
ら
定
ま

つ
て
や
る
と
し
て
も
そ
れ
を
獲
得
す

る
困
難
が
あ

つ
て
も
凡

て
そ
れ
等
は
感
情
価
額

に
過
ぎ
な

い
旨
を
判
示
す

る
。
破
棄
院

は
こ
の
點

に
つ

い
て
の
困
難
を
さ
リ
、
特
殊

の
動
機
を
考
慮
す

べ
き
で
な

い
と

い
ふ
に
止
め
て
ゐ
る
。
然

る
に
、
協
定
保
険
価
額

は

}
九

三
〇
年
七
月
十
三

日
の
、
保
険契
約
法
第

二
十
九
條
に
僅

か
に
規
定

山、」れ

て
ゐ
る
に
過
ぎ
な

い
。
而
も
立
法
者
は
協
定
保
険
価
額

の
射
倖
的
性
格
を
定
め
て
ゐ
る

様

で
あ
リ
、
判
例
、
立
法
も
二
三
の
學
者

に
よ
る
と
協
定
保
険

は
射
倖
的
態
容
に
あ
つ
て
、
そ
れ
に
よ
る
と
眞
實
償
額

か
ら
独
立

し
た
感

情
価
額

を
被
保
険

者

に
認
容
し
て
ゐ
る
檬
で
あ
る
と
し
、
斯

か
る
損
害
填

補
約
束

よ
り
資

金
約
束

へ
の
推
移
を
處

れ
、
損

害
填

補
原
則

と
矛
盾
し
承
服
し
難

い
と
反
対
し

、
協
定
保
険
価
額

約
欺
は
協
定

の
名

の
も
と
に
愼
補
し

う
る
償
額

決

定
を
目
的
と
す

る
が
故
に
專
断
的
に
は
決
定
し
得
な

い
、
假

令
、
保
険

者
が
被
保
険

者

の
感
情

償
額
を
承

諾
し
た
と
し
て
も
、
損
害
填
補

の
原
則
は
破
ら

る
べ
き
で
は
な

い
と
し
、
協
定
保
険

偵
額
は
射
倖

的
性
格
を
有
す
る
と
は
考

へ
ら

れ
な

い
。
考

へ
ら
れ
る
唯

り
の
場

合
は
商
工
.業
地

に
於
け
る
火
災
に
因
る
休
業
に

つ
い
て
、
被
保
険

者

の
被
む

る
べ
き
損
害

の
範
囲
を
豫

め

決
定
す

る
こ
と

の
不
可
能
と
從

つ
て
、
そ

の
保
険
償
額
算
定

の
困
難

の
故

に
、
保
険
価
額
が
協
定
さ
れ
る
場
合
で
あ

る
。
而
も
會
社
は
、
此
の

場
合
と
錐
も
、
契

約
を
諦

め
ず

に
射
倖

的
契

約
を
な
す

の
で
あ
る
と
結

ぶ
。
1

以
上
ラ
フ
ァ
ル
グ
の
論
ず
る
如
く
、
佐
波
氏

の
所
謂
協
定

保
険
価
額

と
錐
も
、
宮
槻

的
償
額
よ
り
逸

脆
し
、
宝
観
的

に
評
価

せ
ら
れ
得
な

い
こ
と
、
及
び
會
勧
が
計
算
的
某
礎

の
不
安

(
超
過
保
険
…叉
は
、

C
laude  L

affargue: C
lause de V

aleur agreee dans les assurances terrestres et m
aritim

es (1936, 5eA
PR

t) 16

M
. Sum

ien (T
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a
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a C
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(V
aleur d' opinion)

(L
a C

our de C
assation)

(V
aleur reelle)

(L
e Principe indem

nitaire)

(L
a V

aleur reparable)



そ
わ
に
な
る
可
能
性
を
認
識
し
つ

㌔
)
を
感

じ
作

ら
、
尚
ほ

、
他
鮭
と

の
競
翁
其

の
他

の
理
由
に
よ
り
實
際

上
、
超
過
保
険

を
取
組
む
場
合

の
多

い
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
故

に
こ
そ
、
保
険
価
額

の
馨
観
性

を

一
層
主
張

せ
ざ
る
を
得
な

い
こ
と
を
充
分
理
解
し
得
る
で
あ

ら
う
。

註
十

一

前
掲
C
l
a
u
d
e
 
L
a
f
f
a
r
g
u
e
 
 
:
 
6
7
,
 
6
8
,
 
e
t
 
1
0
8
.

そ
こ
で
は
、
海

上
保
険

に
お
け
る
協
定
保
険
価
額

の
沿
革
的
叙
述
が
有
膿
物
保
険

、
利

盆
保
険

の
二
部
に
分
説

せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
E
m
e
r
i
g
o
n
反
対
。
我
商
法

三
九
四
條

が
協
定
保
険

領
額

に
於
け
る
過
當
評
慣

の
畢
諦
責

任
を
保

瞼
者

に
蹄

し
て
居
る
こ
と
は
言
ふ
を
侯
た
な

い
。

註
十

二

佐
波
學
士
、
前
掲

四

一
巻

三
號

三
七
九
頁
以
ド
。

註
十

三

野
津
博
士
、
前

掲
保
険

法

一
九
六
頁
参
照
。

註
十
四

椎
名
教
授
、
前
掲
経
済

時
報

氏
巻

二
號

一
ニ
ー

=
二
頁

三

、
保
険
価
額

客

観
論

に

付

い

て

獨
逸

保

隙
契

約

法

五

十

二
條

「
物

二
關

ス
ル
保
険

ニ
ツ
イ

テ

ハ
別

段

ノ
事

情

ナ
キ

限

リ
物

ノ
価
額

力
保
険
価
額

ト
看

倣

サ

ル
」

の

(
禰
)

如
き
規
定
の
な
い
我
が
商
法
に
於
て
は
、
解
縄
日に
よ
る
補
足
あ
る
の
み
で
あ
る
。
今
、
客
観
説
論
者
た
る
諸
學
者
の
主
た
る
論
獣
に

傾
聴
す
れ
ば
、
即
ち
、
川
中
博
土

(前
掲
七
五
、
八
〇
頁
)

「
元
來
、
保
険
価
額

は
被
保
険

利
谷
の
価
額

で
あ

つ
て
、
是
れ
必
す
し
も

保
険

の
日
的
物
の
客
観
的
価
額

と

一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
。
然
れ
ご
も
當
事
者
が
所
有
者
の
利
益

を
保
険

に
附
し
た
場
合
に
於
て

は
、
商
三
九
四
條
の
適
用
あ
る
場
合
を
除
き
保
険

の
目
的
物
の
交
換
価
額

を
標
準
と
し
て
保
険
価
額

を
定
む

べ
き
」

と
し
、
獨
逸

保

瞼
契
約
法
第
五
十
二
條
の
規
定
を
歓
く
と
難
も
営
然
の
事
理
で
あ
り
、

「
被
保
険
利
益

が
主
観
的
な
る
こ
と
は
被
保
険
利
益

の
評
価

保
険
価
額

に

付

い

て

五
五
一



法

政

研

究

第
七
巻

第
二
號

五
五
二

を
主
観
的
に
爲
し
得
る
と
い
ふ
意
味
で
は
な
い
L

と
さ
れ
、
保
.瞼
価
額

の
主
観
的
客
観
性
を
主
張
せ
ら
れ
る
様
で
あ
る
。

椎
名
教
授

(
前
禍
、
純
時
、
八
巻
二
號
】
七
頁
)
も
法
規
自
體

の
客
観
性

に
徴
し
、
實
損
害
填
捕
は
當
然
と
し
、
賭
博
保
険

を
禁
止
せ
ん

こ
し
た
立
法
者
の
意
患
及
び
立
法
の
歴
史
に
よ
つ
て
、
客
観
性
を
主
張
さ
れ
る
。
そ
の
損
害
価
額

も

「
損
害

の
大
小
、
剥
釜
の
価
額

は
常
に
被
保
険

者
の
利
益
を
客
観
的
に
評
価

す
る
こ
と
に
よ
つ
て
の
み
法
定
保
険
価
額

が
得
ら
る
」

に
よ
り
之
を
観
れ
ば
単
な
る

抽

象
的
客
観
性
の
主
張
と
は
思
は
れ
な
い
。

加
藤
博
士

(
前
掲
二
巻
三
號
五
,
.九
頁
)

は
客
槻
性
の
根
篠
を
商
三
八
五
條

に
求
め
、

無
形
損
害
ま
で
も
金
銭
に
見
積
り
得
る
と
の

民
法
の
規
定
解
樺
は
、
保
険

の
特
性

(超
過
保
険
罧
示
止
)
に
よ
り
修
正
す
れ
ば
足
る
と
し
、
椎
名
…
教
授と
異
な
り
保
険

者
の
損
害
填

補

は
民
法
の
損
害
賠
償
、の

一
覆
で
あ
る
か
ら
、
廣
く
眼
を
韓

じ
、

一
般
損
害
賠
償
に
於
け
る
価
額

の
分
類
を
襯
察
す
る
要
が
あ
る
と

前
提
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
後

の
叙
述

二

一
頁
)

「
客
観
的
に
代
ふ
る
に
金
鈍
的
叉
は
終
濟
的

(
w
i
r
t
s
c
h
a
f
 
 
t
l
i
c
h

)
叉
は
財
産

的
、
及
ひ
通
常
又
は

一
般
を
以
て
し
、
主
観
的
に
代
ふ
る
に
、
感
情
的
叉
は
精
神

的
叉
は
無
形
的
叉
は
、
非
財
産
的
、
叉
は
嗜
好
的

(
a
f
e
c
t
i
v

)
.及
び
特
別
を
以
て
す
る
が
よ
い
」

に
慮
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。
主
観
性
、
客
観
性
と
い
ふ
語
義

は
正
に
評
慣
の
場
合
、

極
め
て
紛
ら
は
し
く
、
理
論
の
混
飢
を
招
來
す
る
處
も
あ
る
と
云
ひ
得
る
。
要
す
る
に
博
士
は
商
三
八
五
條

、
及
び
損
害
保
険

の
特

姓
、

(超
過
保
険
禁
止
)
に
、
そ
の
客
観
説
の
根
擦
を
求
め
ら
れ
る
。
価
額

算
定
に
つ
い
て
は
、
保
険

契
約

に
於
て
特
約
な
き
限
り

此

の
通
常
価
額

を
標
準
.導
し
て
、
保
険
偵
額
を
定
め
、
特
約
あ
る
と
き
は
特
別
価
額

を
以
て
定
む
べ
し
と
説

き
、
何
れ
の
価
額

の
場

(
二
)

合

に
於
て
も
損
害
保
険

の
最
高
原
則
た
る
實
損
害
填
補
の
原
則
に
抵
燭
し
て
は
な
ら
ぬ
と
結
論
せ
ら
れ
る
。
從
つ
て
、
博
士
は
、
抽



象
的
客
観
詮
の
池
張
ぐ」
は
自
ら
異
る
と
、
私
は
推
測
す
る
。

(
三
)

私
は
松
本
博
士

(
前
燭
八
四
頁
)
を
以
て
・王
親
説
と
し
た
。

「
保
険
価
額

ハ
保
険
ノ
目
的
物
ノ
客
槻
的
価
額

一一超

ユ
ル
コ
ト
ヲ
得

ス

ト
ス
ル
説
ア
リ
、
普
國
法

(
1
9
3
4
.
 
1
1
,
 
8
.

)

ハ
此
ヲ
採

レ
リ
ト
難

モ
必
ス
シ
モ
如
上
ノ
制
限

二
服

ス
ヘ
キ
理
由
ナ
シ
。
被
保
険

利

釜
力
被
保
険

者
ノ
有

ス
ル
・王
観
的
利
益

ナ
ル
コ
ト
ヲ
是
認
ス
ル
以
上

ハ
、
此
ノ
詮

二
從
フ
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ヤ
明
白
ナ
リ
。
」
を
平
明
に

解
し
た
の
で
あ
る
。
加
藤
博
士

(
前
掲
二
巻
三
號
六
、
七
、
九
、
一
四
頁
)
は
G
e
r
h
a
r
d
,
 
K
o
m
m
e
n
t
a
r
 
Z
u
m
 
D
e
u
t
s
c
h
e
n
 
R
e
i
c
h
s

g
e
s
e
t
z
 
i
i
b
e
r
 
d
e
n
 
V
e
r
s
i
c
h
e
r
u
n
g
s
v
e
r
t
r
a
g
 
1
9
0
8

(松
本
博
士
は
こ
れ
に
嫁
ら
れ
る
)
に
於
け
る
民
法
の

一
般
損
害
賠
償
理
論
を
詮
明
し
、

無
形
損
害
に
つ
き
、

「松
本
氏
の
い
は
れ
る
様
に
不
法
の
目
的
を
以
て
過
當
な
保
険
価
額

を
定
め
ざ
る
限
り
、
主
観

的
評
価

も
有
効

と
認
め
て
、
差
支

へ
な
い
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
が

一
鷹
出
る
。
然
し
、
そ
れ
に
も
不
拘
、
吾

々
が
本
詮

に
從
ひ
得
な
い
の
は
、
同

じ
損
害
賠
償
で
も
保
険
契
約
は
保
険
契
約
と
し
て
の
特
徴
が
あ
り
、
慰
籍
料
と
云
つ
て
も
、
財
産
的
損
害

に
於
け
る
が
如
く
正
確
に

算
定
出
來
す
結
局
は
賭
博
保
険

に
陥
る
か
ら
で
あ
る
」

と
述
べ
椎
名
教
授

の
松
本
博
士
を
主
観
説

と
す
る
に
反
対

せ
ら
る
。

惟

ふ
に
、
加
藤
博
士

(前
掲

=

頁
)
の
説
明
に
立
脚
す
る
限
り
、
松
本
博
十
の
特
別
価
額

(
無
形
損
害

)
の
本
∵観
的
評
価

は
、
超

過
保
険

的
危
倶
か
ら
之
を
認
め
得
な
い
の
み
で
、
松
本
博
士
は
、
普
通
便
額
の
評
慣
も
亦
、
主
観
的
に
爲
し
得

る
と
す
る
も
の
で
は

な
い
と
い
ふ
程
の
意
味
ら
し
い
。
北
村
教
授

が
普
國
法
の
普
通
価
額

概
念
の
生
成
を
詳
説
し
、

「
普
通
価
額

の
否
定
の
否
定
」
を
意

(
四
)

味
せ
ら
る
」
松
.本
博
+
は
主
観
説
論
者
に
非
や
と
力
詮
せ
ら
る
る
意
味
も
之
に
よ
り
補
充
せ
ら
れ
た
か
に
思
は
れ
る
。
乍
然
、
私
は

松
本
博
士
の
説
明

は
田
中
博
士
の
所
説
と
正
反
対

で
あ
る
と
解
し
、
從

つ
て
野
津
博
士
が

「
保
険
価
額
も
主
観

的
た
ザ
得
る
も
の
と

保
険

償

額

κ

付

炉

て

五
五
三



法

政

研

究

第

七
巻

第

二
號

五
五
叫

す

る
L

説

に
松

本

博

上

の
見

解

を

算

へ
ら

れ
た

の

は
至

當

な

こ

と

ε
信

す

る
。

こ

れ

は
瞭

論

で

あ

る
が

ご
育

す

る
次

第

で

あ

る
。

北

村
教
授

(
前
褐
民
商
法
四
巻

五
號

.
一二

、
、
二
四
頁
)

は

℃
富
昌
σq
。

氏

に
よ

り
獨
逸

火

災
保
険

史

上

、
保
険
価
額

が
、

第

一
段

に

は

自
由
評
傷
で
あ
つ
た
が
第
二
段
に
前
の
弊
害
の
結
果
、
利
得
禁
止
の
要
請
が
認
識
せ
ら
れ
普
國
法
の
血
慈

傍
鞭
の
規
定
こ
し
て
現
出

し
た
が
、
そ
れ
は
本
質
的
に
は
有
艦
物
保
険

で
あ
つ
た
こ
と
、
第

三
段
に
は
實
務
界
は
か
ゝ
る

う
ち
に
も
利
益
保
険

の
構
想

へ
の
過

程
を
辿
り
、

眞
實
循
額
と
い
ふ
不
偏
中
立
的
概
念
の
生
成
ま
で
発
展

し
た
経
過
を
紹
介
し

「損
害
墳
補
契
約
た
る
保
険
契
約
に
於

て
は
、
個
人
的
契
機
を
無
親
す
る
の
で
は
な
い
が
個
人
的
意
思
乃
至
感
情
よ
り
超
越
し
て
社
會
的
客
槻
的
見
地
か
ら
之
を
算
定
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
然
ら
ざ
れ
ば
填
補

の
嚴
正
を
期
し
得
な
い
。
斯
く
て
、
保
険
価
額

は
消
極
的
批
判
的
者
で
あ

る
。
こ
の
意
味

に
於
て
は

保
険
価
額

は
嚴
正
に
社
會
的
価
値

判
断
で
あ
り
…
:
保
険
価
額

は
こ
の
意
味
に
於
て
、

一
般
的
客
観
的
な
の
で
あ
ろ
」

と
噺
じ
・
こ

れ
ε
共
に
眞
正
填
補
な
る
積
極
的
使
命
を
保
険
価
額
評
価

に
強
調
し
、

「有
禮
物
保
険
の
構
想
か
ら
利
益
保
険

の
構
想

へ
維
過
す
る

ε
共
に
、
動
き
の
と
れ
ぬ
価
額

尺
度
、
普
通
価
額

よ
り
柔
軟

な
眞
實
価
額

へ
と
移
動
し
…
…
普
通
価
額

の
利
得
禁
止
の
契
機
ざ
利
益

保
険

の
個
別
的
安
當
性
の
契
機
ご
を
自
己
の
う
ち
に
綜
台
せ
る

一
麿
高
次
元
の

「
眞
實
な
る
債
.額
」
が
登
場
し
た
」

と
し
我
商
沙
に

於
け
る
保
険
価
額

概
念
の
立
場
も
亦
、
普
通
価
額

概
念
の

「
否
定
の
否
定
」

に
外
な
ら
な
い
と
論
ぜ
ら
る
。
以
上
、
教
授

も
客
親
的

評
価

の
根
擦
を

「
利
得
禁
止
の
原
則
」
に
置
か
れ
、
普
通
価
額

の
修
正
、
眞
貧
価
額

の
理
論
は
大
罷
正
當
で
あ
る
ε
信
す
る
。
乍
然
、

保
険
価
額

の
抽
象
的
客
観
性
を
説
か
れ
る
や
の
疑
は
倫
ぽ
存
す
る
と
謂
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
次
の
叙
述

に
共
の
然
る
を
知
る
の
で

あ
る
。

『
他
方
に
於
て
凡
そ
保
険
価
格

は
根
本
的
批
判
原
理
ご
し
て
、
い
つ
迄
経
つ
て
も
抽
象
性

を
、脱
す

る
を
得
な
い
こ
ざ
を
認
識



せ
ね

ば

な
ら

ぬ
。

各

種

の
利
益

に
就

て

そ

の
保
険
価
額

算

定

標

準

が

如

何

に
明

白

に

せ
ら

れ

て

も
、

凡

そ
保

陰
価
額

一
般

は

…

:
抽

象

的

で
あ

る

こ

と

は

民

法

九

〇

條

の
帝

王

規

定

と
同

様

で

あ

ら

う
」

ま

だ

『
抽

象

的

で

あ

る

か
ら

批

判

的

者

た
り

得

る
』

へ
前

揚

民

商

法

二

七
頁

)

と

せ

ら

れ

る
。

併

し

い

つ
迄

経

つ

て

も
抽

象

性

を

脱

し
得

な

い
保
険
価
額

を

以

て
、

如

何

に

し

て
利

得

禁

止
原

則
を

活

用

せ

し

め
、
以

て
實

損

害

填
補

を

爲

し

得

よ

う

そ

。

嬰

す

ろ

に
、
教

授

の

「
眞

實
価
額

」

は
利

得

禁

止

の
契

機

と
利
益
保
険

の

欄

別

的

安

當

性

の
契

機

と

を
綜

合

す

る
高

次

元

の
評

慣

概

念

で

あ

り

、

斯

る
評
価

概

念

は

到
底

、
具
体
的

損

害

環
補

の
標

準

と

は

な

b
得

す

、

結

局

、

形
而

上

的

室

漠

九

る
観

念

に
過

ぎ

な

い

と
謂

は

ね
ば

な

ら

な

い
。

さ
れ

ば

こ
そ

『
陸

上
保
険

に
於

て
確

固

た

ろ
各

種

保

瞼

額

を

決

定

す

る

の

必

要

は

ま

こ

と

に
切

實

で

あ

る
』

(
前

褐
二
六
頁
)
と

の
K
a
s
u
i
s
t
i
s
c
h

な

理
論

を

展

開

さ
れ

る

の

で

あ

ら

う

。

こ

こ

に
於

て

か
、

教

授

も
從

來

の
抽

象

的

客
観

説

と
揮

ぶ

と

こ
ろ

な

し

と
論

定

す

る

は
、

い

さ

玉
か

ナ
.膿

に
思

は
れ

る
が

勘

く

と

も
、

そ

の
所

論

、

表

現

一
貫

せ
ざ

る

の
憾

あ

る

や

う

で

あ

る
。
尚
ほ
教
授

が
野

津

博

士

に
対
し
反
対

せ
ら

れ

忙
諸

職

に
關

し

て

は
、

論

す

べ

き

も

の
多

き
を

感

ず
る

が
、

金

平

氏

(
民
商

法
五
巷

一
號

、
七
八
頁

以
下
)
の

詳

細

論

ぜ
ら

れ

る

と

こ
ろ

に

譲

り

(
そ

の
中

の

一
二

に

っ

い

て

は

既
述

し

仁

。

叉

結

論

で

重

な

る
黙

に

は
燭

れ

う

と
思

ふ
か

ら

)
此

の

小
論

の

結
論

に
移

り

度

い

と
思

ふ
。

註

一

瑞
酉
保
険

契
約
法
四
十
九
條

「
保
険
償
額

ハ
被
保
険
利
益

ヵ
契

約
締
結

ノ
時

二
於

テ
有

ス
ル
価
額

二
依

ル

ヘ
キ
モ
ノ
ト

ス
」
は
、
濁

乙
保
険

契
約
法
と
同
様
有
撫
物
に
つ
き
交
襖
償
額
と
す
る
様
で
あ

る
、
が
利
益

に
つ
い
て
の
特
別
償
額
は
解
釈

に
よ
り
補

ふ
よ
り
外

は
な

い
。
佛
國

保
険

契

約
法

(
一
九

三
〇

年
七
月

一
三
日
)
に
於

て
は
、
直
接
爆
瞼
価
額

を
規
定
し
た
條

叉
は
存
在
し
な

い
、
第

二
十
八
條

は
我
商
法

三
九

三
條
と
同

趣
旨

の
規
定
で
あ
リ
、
第
二
十
九
條

ー1
我
商
法

三
九
四
條

の
如
く
協
定
保
険

償
額
が
實
損
害
塩
　補
原
則

と
矛
盾

せ
ざ

る
旨
を
規
.疋

す

る
と
解

せ
ら

る
し

(
C
l
a
u
d
e
 
 
L
a
f
h
a
r
g
u
e
 
 
:
 
p
 
7
8
.
)
 
C
e
s
a
r
 
A
n
c
y
.
,
 
e
t
 
L
u
c
i
e
n
 
S
i
c
o
t
 
:
 
L
a
 
l
o
i
 
s
u
r
 
l
e
 
c
o
n
t
r
a
t
 
d
'
 
a
s
s
u
r
a
n
c
e

保
険
価
額

に

付

い

て

五
五

五



法

政

研

究

第
七
巻

第

二
號

五

五
六

(
l
o
i
 
d
u
 
1
3
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
3
0
)
 
1
9
3
0
.
 
5
e
A
R
R
t
 
 
p
7
3
-
9
7
.
)

而
し
て
、

此
等
條

文
の
解
釈

に
於

て
も

一
般

に
、

利
得
禁

止
の
見
地
よ
リ
、

償
額
が
協
定
さ
れ
た
場
合
に
も
、容
観
的
評
価

よ
り
離

る
べ
か
ら
ず

と
せ
ら
る
。
(
C
l
a
u
d
e
 
L
a
f
f
a
r
g
u
e
 
:
 
p
 
3
1
-
2
3
)

(
〔
二
U
註
十
参

照
) J

u
s
t
i
n
 
G
o
d
a
r
t
;
 
e
t
 
A
n
d
r
e
 
P
e
r
r
a
u
d
C
h
a
r
m
a
n
t
i
e
r
 
:
 
"
U
d
e
 
d
e
s
 
A
s
s
u
r
a
n
c
e
s
"
 
(
C
o
m
m
e
n
t
a
i
r
e
 
p
r
a
t
i
q
u
e
 
e
t
 
c
o
m
p
l
e
t
 
d
e

l
a
 
l
o
i
 
d
u
 
1
3
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
3
0
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
a
u
 
c
o
n
t
r
a
t
 
d
'
 
a
s
s
u
r
a
n
c
e
 
a
v
e
c
,
 
e
n
 
a
p
p
.
n
d
i
c
e
,
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
f
i
s
c
a
l
 
d
e
 
l
e
'
 
a
s
s
u
r
a
n
c
e
)
 
1
9
3
0
.

p
 
1
4
0
-
1
4
4

.

註
二

加
藤
博
士
前
掲

一
〇
、

一
一
頁

〔
二
〕
註
十
一参
照
、

詫
三

同
趣
旨
、
野
津
博
士
前
掲

一
九
八
頁
。
金
平
氏
前
褐
七
八
頁
。
川
巾
博
士
前
掲
八
〇
頁
。
椎
名
教
授
前
掲

一
六
頁
。
大
濱
教
授
前
掲

一霊

】

ー

一
五
二
頁
。
佐
波
學
十
前
褐
四
二
春
二
號
、
一
一
六
頁
。
反
対
、
加
藤
博
L
前
掲
二
巻
三
號
一
四
頁
。
北
村
教
授
前
掲
四
巻
五
號
二
四
頁
・

註
四

北
村
教
授
前
掲
二
四
!
二
五
頁
、

四
、
結

語

上
來
、
私
は
可
能
な
る
範
囲

に
於
て
、
諸
學
者
の
此
の
問
題
に
つ
い
て
の
理
論
を
展
望
し
、
ま
つ
保
険
価
額

規
定
無
用
論
が
擦
つ

て
立
つ
と
こ
ろ
は
主
観
説
な
る
こ
と
を
明
白

に
し
、
之
を
利
得
禁
止
、
實
損
害
填
補
の
原
則
に
よ
り
排
し
・
そ
の
實
際
上
の
認
識
の

必
す
し
も
正
鵠
な
ら
ざ
る
を
紹
介
し
、
北
村
教
授

の
客
観
説
は
從
來
の
抽
象
的
客
観
説
に
非
ざ
る
か
を
疑

ひ
・
主
槻
説
論
者
の
論
難

の
目
標
は
從
來
の
抽
象
的
客
観
説
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
惟

ふ
に
、
保
険

法
上
、
保
険

事
故
発
生

に
対
す

る
保
険
者
の
填
補
責

任
の
意
菱
は
、

一
般
民
法
の
領
域
に
於
て
論
ぜ
ら
る
曳
不
法
行
爲
に
因
る
損
害
賠
償
の
意
菱

と
は
大
に
趣

を
異
に
す
る
・
民
法
王
・



身
髄
、
自
由
、
名
誉

、
被
害
者
の

近
親
者
の
有
す
る
感
情
等
に
つ
い
て
の
財
産
以
外
の
損
害
賠
償
は
、

一
般

に
は
金
鐘
に
評
価
し
得

二

)

ざ
る
麺
類
の
も
の
で
あ
る
が
、
之
を
賠
償
の
日
的
と
す
る

(
民
、
七
一
〇
條
七
一
一
條
参
)
。
然
る
に
保
険

法
の
領
域
に
於
て
は
、
目
的

物
の
通
常
価
額

(物
が
何
人
に
対
し

て
も
有
す
る
価
額

)
以
外
の
特
別
価
額

(物
が
當
專
者
の
特
別
車
情

に
よ
b
定
ま
る
価
額

)
も

計
算
上
、
大
激
の
法
則
に
支
配
さ
れ
る
限
り
、
金
鏡
に
見
積
ら
れ
う
る
程
度
の
も
の
九
る
を
要
す
る
の
で
あ
る

(商
三
八
疏
條
)
。
從

つ
て
、
義
務
者
の
給
付
が
主
観
的
並
に
具
驚
的
事
情

に
因
り
、
全
然
不
定
の
状
態

に
あ
る
民
法
上
所
謂

「
利
益
」

(
I
n
t
e
r
e
s
s
e

)

の

観
念
は
之
を
保
険

法
上
の

「被
保
険
利
益

」
(
V
e
r
s
i
c
h
e
r
b
a
r
e
s
 
I
n
t
e
r
e
s
s
e

)
の
観
念
に
適
用
す
る
を
得
な

い
。
こ
こ
に
特
別
価
額

の

算
定
の
困
難
が
俘

ふ
と
謂

は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
元
來
、
損
害
保
険

に
於
て
は
、
経
済

上
の
財
貨
に
対
し

「人
し

の
法
律
関
係

の
存
在
が

被
保
険
利
益

の
成
立
の
前
提
で
あ
る
。
法
律
関
係

な
き
価
額

及
び
経
済

的
内
容
な
き
法
律
上
の
権
利

は
共

に
被
保
険
利
益

九
る
を
得

(
=

)

な
い
と
考

へ
れ
ば
、
特
別
価
額

を
全
的
に
斥
け
る
こ
と
も
認
容
さ
れ
得
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
即
ち
、
特
約
あ
る
場
合
は
特
別

利
益

も
評
価

せ
ら
れ
得
る
と
解
せ
ら
る
。
斯
く
て
特
別
剰
釜
の
評
価
額

江
る
特
別
価
額

の
大
さ
も

一
般
人

が
そ
の
特
別
な
車
情
下
に

あ
つ
て
事
故
に
因
り
矢
ふ
べ
き
財
産
損
害
の
大
さ
に
よ
り
算
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
蓋
し
そ
の
被
保
険

特
別
利
益

も
填
補
せ
ら

れ
る
こ
と
を
要
す
る
限
度
に
於
て
、
純
然
尤
る
特
別
的
主
槻
的
評
価

は
拒
否
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
ろ
。

一
般
人
を
基
準

と
し
て
特
別
評
価

が
な
さ
れ
、
而
も
財
産
的
評
価

の
結
果
が
零

と
認
定
さ
れ
江
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
被
保
険
利
益

が
な
い
わ
け
で

あ
り
、
そ
れ
に
対
す

る
感
情
価
額

は

「
被
保
険
利
益

な
き
と
こ
ろ
保
険

な
し
」

の
鐡
則
に
照
し
除
去
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
叉
特
別

償
額
の
評
価

も
上
蓮
の
標
準
に
よ
り
之
を
制
限
す
べ
き
は
云
ふ
を
侯

江
な
い
。

(
〔日二
〕
註
十

一
参
照
)
尤
も
保
険

の
目
的
物
の
評

保

強
価
額

κ

付

い
て

五
五
七
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五
五
八

債
が
被
保
険

者
の
感
情
価
額

で
あ
る
か
否
か
、
を
知
る
こ
と
は
場
合

に
依
り
實
際
上
頗

る
困
難
な
こ
ざ
が
あ
る
。
保
険
會
社
で
行
は

れ
る
鑑
定
も
極

め
て
架
室
的
で
あ
り
、
鑑
定
人
ご
錐
も
、往

々
に
し
て
猫
断
に
陥
り
勝
ち
で
あ
り
、
そ
れ
は
倉
社
に
も
、
公
共
の
利
益

に

(
三
)

も
、
憂
慮
す
べ
き
結
果
を
招
來
す
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に

「
利
得
禁
止
原
則
」
が
作
用
す
る
限
り
保
険
価
額

は
之
を
純
主
観
的
に

決
し
得
な
い
。
同
時
に
、
ま
た
抽
象
的
客
観
的
に
凡
て
の
評
価
要
素
を
抽
象
化
し
當
事
者

よ
り
独
立

し
た
形
而
上
的
高
次
概
念
、
社

脅
的
評
価
概
念

に
因
り
之
を
決
定
せ
ん
こ
す
る
も
誤
謬
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
蓋
し
、
そ
れ
は
當
面
の
具
艦
的
現
實
的
世
界
の
實
損

額
算
定
に
無
力
で
あ
り
、
且
つ
社
會
的
評
価

観
念
が
保
険
償
額
の
指
導
観
念

た
る
前
に
、
保
険

法
上
、
利
得
禁
止
原
則
が
そ
の
指
導

的
役
割
の
地
位
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
れ
ば
通
常
価
額

、
特
別
価
額

を

一
般
的
客
観
的
に
評
価

す
る
に
せ
よ
、
そ
こ
に
は
、
全
然

抽
象
化
さ
れ
た
融
通
の
利
か
ぬ
形
而
上
學
的
観
念
に
上
昇
す
る
を
得
な
い
。
そ
の

一
般
的
客
観
的
観
念
は
、
そ
の
抽
象
的
外
装
の
う

ち
に
、

一
定
損
害
発
生

に
際
し
て
の
価
額
算
出
の
可
能
性
、
形
而
上
的
価
額
概
念
の
現
實
化
乃
至
具
艦
化

へ
の
潜
勢
力
を
ば
、
包
揖

し
て
ゐ
る
こ
ご
を
要
す
る
ご
謂
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

(斯
る
考
察
に
立
脚
す
る
説
を
假
り
に
特
別
的
具
象
的
客
観
説
こ
も
呼
ば
れ
る
で

あ
ら
う
)
然
ら
ば
、

斯
る
考
察
の
根
櫨
を
如
何
な
る
鮎
に
求
め
る
か
を
私
は
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
ご
に
な
つ
た
。

そ
れ
は

客
観
説
論
者
の
そ
れ
と
略
々
同
じ
で
、

就
中
條
文
上
の
根
篠
と
し
て

第

一
に
商
三
八
五
條
に
加

ふ
る
に
商

三

九

四
條
を
挙
げ

得
る

と
考

へ
る
。

商
三
九
四
條
に
よ
れ
ば
、

協
定
償
額
が
過
當
な
り
ゃ
否
や
の
基
準
価
額

が
存
在
す
べ
き
筈

で
あ
り
、
そ
の
基
準
価
額

に
近
接
す
る
範
囲

内
に
於
て
填
補
額
が
定
め
ら
る
べ
き
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
、

勘
く
と
も
、

被
保
陰
者
の
主
観
的
償
額

(
四
)

が
評
準
江
り
得
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
、

野
津
博
士
が

(
前
褐
一
九
九
頁
)

『
あ
だ
か
も
価
値

が
本
來
主
観
的
な
も

の

か
ら
客
観



化
さ
れ
て
取
引
の
対
象

こ
な
る
ε
同
じ
様
に
、
保
険
価
額

も
本
來
主
観
的
価
額

で
は
あ

る
が
保
険

取
引
に
於
て
取
扱
は

れ

る
も
の

で
あ
る
限
り
、

取
引
界
に
於
て
假
定
的
な
或

る
第
三
者
が
若
し

被
保
除
者
尤

る

地
位
に
置
か
れ
た
ご
す

る
な
ら
ば
有
す
る
で

あ

、
、
D
・

(
五
)

ら
う
ざ
認
む
べ
き
贋
額
、
す
な
は
ち
普
通
価
額

で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
』
と
簡
明
に
表
白
さ
れ
る
と
こ
ろ
も
決
し
て

「
普
國
法
に
於
け

(
六
)

る
動
き
の
と
れ
ぬ
普
通
償
額
概
念
」
を
意
味
せ
ら
れ
な
い
こ
と
は
そ
の
後
の
博
士
の
説
明
に
て
明
白
で
あ

る
。
第
二
に
、
保
険
価
額

の
算
定
標
準
を
聞
接

に
規
定
す
る
商
三
九
三
條
を
墨
げ
る
。

『
保
険
者
填
補
ズ

ヘ
キ
損
害
ノ
額

ハ
共
ノ
損
害

力
生
シ
ク
ル
地

二
於
ケ

ル
其
ノ
時
ノ
価
額

二
依
リ
テ
之
ヲ
定
ム
』
は
直
接
、
填
補
額
の
算
定
に
關

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
聞
接
に
保
険
価
額

の
算
定

(
七
)

標
準
を
規
定
す
る
も
の
ご
せ
ら
れ
る
。
同
條
が
価
額
算
定
に
つ
き
算
定
の
時
、
場
所
の
二
要
素
を
為
ぜ
り
い
れ
て
ゐ
ろ
こ
ご
は
云

ふ

迄

も
な
い
。
從
つ
て
、
具
体
的

現
實
の
算
定
の
標
準
な
の
で
あ
ろ
。
然
る
に
、
北
村
教
授

の
所
説
に
蕪
け
ば
、
教
授

が
保
険
価
額

の

抽
象
的
客
観
性
を
主
張
す
る
の
飴
り
に
保
険
価
額

の
種
類

(
客
観
的
評
価

、
主
槻
的
評
慣
の
如
き
)
の
問
題
ざ
算
定
の
時
及
び
場
所

に
つ
い
て
の
問
題
と
を
、
混
同
せ
ら
れ
、
如
何
に
無
理
な
解
釈

を
し
て
ゐ
ら
れ
る
か
が
明
白
と
な
る
で
あ
ら
う
。
即
ち
、

『
野
津
博

士
の
述
べ
ら
れ
た
算
定
標
準
は

一
般
的
に
は
安
當
せ
す
軍
に
此
の
場
合

に
…關
す
る
保
険
償
額
算
定
の
標
準

ご
し
て
意
義
を
有
す
る
も

の
で
あ
る
』

(
前
掲
民
商
法
四
巻
五
號
三
二
頁
)
ε
し
、

『
保
険
価
額
算
定
の

標
準
た
る
べ
き
時
は
保
険

者
責
任
開
始
後

の
各
瞬
時
で

D

、

、

い

あ
る
』

(同
三
一
頁
)
と
述
べ
之
を
以
て
、

一
般
的
標
準
ご
せ
ら
れ
る
様
で
あ
る
が
、
何
ぞ
計
ら
ん
、
そ
れ
は
、
保
険

者
の
責
任
開
始

後
損
害
蛮
生
前
に
の
み
當
簸
ま
る
に
過
ぎ
す
、
契
約
成
立
當
時
に
超
過
保
険

な
り
や
否
や
を
判
断
す
べ
き
標
準
江
る
保
険
価
額

は
保

瞼
者
の
責
任
開
始
前
に
於
て
之
を
算
定
す
べ
き
で
あ
る
し
、
填
補
額
決
定
の
爲
に
、
保
険
価
額

を
算
定
す
る
場
合
に
は
、
損
害
発
生

保
険

便

額

に

付

い

て

、

五
五
九
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五
六
〇

営
時
の
価
額

に
依
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
畢
寛
、
教
授
の

一
般
的
ご
稽
せ
ら
れ
る
価
額

は
既
に

一
般
的
で
は
な

い
ざ
謂
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

場
所
の
要
素
を
之
に
入
れ
る
と
す
れ
ば
更
に
、
そ
の
抽
象
化

へ
の
解
釈
論
は
困
難
性
を
件

ふ
こ
と
は
必
然

の
勢
で
あ
る
。
も
と
も
と
、

(
八
)

斯
る
範
囲

に
於
て
、

一
般
的
標
準
な
る
も
の
が
存
在

す
る
か
が
第

一
に
疑
は
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
假

に
斯
る

一
切
の
要
素
を
考
慮

し
た
上
の

一
般
的
、
平
均

的
価
額

が
法
定
せ
ら
れ
た
ご
し
て
も
、
果
し
て
、
實
際
の
損
害
算
定
に
方
り
、

現
行
法
規
以
上
の
實
際
的

効
果
を
期
待
し
得
る
か
は
頗
る
疑
は
し
い
。
此
の
意
味
に
於
て
、
私
は
陸
上
保
険

に
關

し
て

「
確
固
た
る
各
葎
保
険

償
額
を
法
定
す

る
必
要
」
を
北
村
教
授
程
、
痛
感
し
な
い
。
唯
、
商
三
人
五
條

に
よ
る
特
別
価
額

が
保
陰
償
額
に
組
入
れ
ら
れ
た
ご
し
て
も
、
先
に

も
述
べ
る
如
く
、
感
情
価
額

の
調
査
が
心
理
的
結
果
に
堕
し
易
く
、
保
険

者
は
被
保
険

者
の
評
価
申
告
に
お
け
る
不
誠
實
の
犠
牲
者

と
な
り
勝
ち
で
あ
b
、

此
の
救
濟
は
、

商
三
九
四
條
の
保
険
者
の
な
す
べ
き
保
険
便
額
過
當
評
価

の
畢
証
を
容
易
に
す
る
に
あ
る

と
考

へ
れ
ば
、

損
害
発
生

の
場
合
の
修
正
価
額
算
定
の
時
、

場
所
等
に
關
す
る
標
準
を
法
定
す
る
こ
と
は
、

一
慮
の
意
義
あ
る
も

の

㌧
様
で
あ
る
が
、
商
三
八
五
條
の
解
釈

に
よ
つ
て
も
そ
の
補

足
は
可
能
で
は
あ
る
ま
い
か
。

一
歩
を
譲

り
解
釈

に
よ
る
補
足
が
認

め
ら
れ
な
い
こ
し
て
も
、
各
種
の
保
険
価
額

を
法
定
す
る
こ
と
が
、
経
済

界
の
實
情
変
化

に
よ
り
、
却
て
安
當
な
評
価
を
妨
げ
る
場

合
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。
こ
の
意
味
か
ら
、
私
は
、
現
行
法
の
程
度
で
充
分
で
あ
り
、
詳
細
に
は
、
判
例
、
學
説
等
に
譲
る
こ
と
に

よ
り
、

一
暦
妙
味
を
磯
揮
し
う
る
の
で
は
な
い
か
ご
考

へ
る
の
で
あ
る
。
蓋
し
運
迭
保
険

(商
四
二
四
條
)
船
舶
保
険

(商
六
五
六
條
)

(九
)

積
荷
保
険

(商
六
流
七
條
)
等
に
於
て
も
、
略

々
同
程
度
の
解
釈

が
必
要
ε
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
序
な
が
ら
、
此
の
見
解
は
敢
て

保
険
価
額

規
定
無
用
論

に
影
響

さ
れ
て
ゐ
な
い
事
を
附
言
し
た
や
。
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六
九
頁
参
照
o

註

.一
E
h
r
e
n
b
e
r
g
.
 
L
e
h
m
a
n
n
.
 
 
M
a
n
e
s
,
 
H
a
g
e
n
.
 
G
i
e
r
k
e

の
諸
學
者
は
被
保
険
利
益

の
観
念

は
杢
然
紹
渉
的
開
係

の
み
ょ
り
成
立
す

る
と
せ

ら
る
。
K
i
s
c
h
 
I
I
I
 
ｧ
 
5
 
a
.
 
S
.
 
3
4
,
 
3
5

は
本
文
と
同
趣
旨

(
損
保
研
究
ヒ
巻

三
號

七
九
頁

三
倉
氏
課
文
参
照
し

註

三

加
藤
博
士
前
掲

二
巻

三
號

て

、頁
は
荊
叫冠
償

額
、
特
別
僧
、額
日の
具
膿
的
標
準

の
例

を
泉
Tげ
ら
れ
る
。

野

津
博
士
前
燭

日
九
九
頁

ほ
、

一
般
的

客
魍
的

偵
額
を
、
被
爆
瞼

者

の
主
観
的
評
憤

に
よ
ら
な

い
償
額
と

い
ふ
意

味
に
解
す

れ
ば
、
以
て
具

碑
的
概
念
た
ら
し

め
る

こ
と
を
得
る
と
し
、
被
保
険

者
が
そ

の
所
有

の
虎
分
財
産
を
保
険

の
目
的
と
し
た
場
合
ほ
、
虎
分
財
産
の
交
換
価
額

、

固
定
財
・産

の
如
き
使
用
姫
.産

を
目
的
と
し
た
場
合
は
、
そ

の

一
定

の
目
的
に
使

用
せ
ら
れ
る
関
係

に
於
て

一
般
的
に
有
す
べ
き
使

用
償
額
、

被
保
険
利
益

が
瞥
業
上
の
も

の
で
あ

わ
ば
、
そ
の
営
業
価
値

が
夫

々
保
険
償
額

の
算

定
標
準

と
な
る
と
山・」
れ
、
此
等

の
事
柄
を
鍬
産
評
傾

日

般

の
問
題
に
漏
し

て
ゐ
ら
九
る

(
野
津
博
士
商
法
紹
則
第

二
部
.瞥
業
論

三

一
日
頁

以
下
参

照
)

C
l
a
u
d
e
 
L
a
f
f
a
r
g
u
e
 
C
p
 
5
)
-
5
9
 
c
t
t
e

)

は
美
術

品

の
便
額

が
協
定
さ
わ
る
と
き
客
観
的
評
慣
に
よ
る
べ
き
を
注
意

し
、

被
保
険

者

の
紹

験

し
た
獲
得

の
困
難
、
物

の
稀
少
性
も
被
保
険

者

の
輕
卒
に
よ
る
場
合
は
、
保
険

事
故
・護
生
し

て
も
注
意
深

い
蒐
集
家

が
、
そ

の
物

に
…那
ふ

で
あ
ら
う
価
額

以
上
を
評
慣
す

べ
き
で
は
な

い
と
す
る
の
で
あ

る
。
L
a
f
f
i
r
g
u
e

の
こ
の
見
解
は
特

に
特
別
傾
額

の
算
定

に
つ
い
て
参
考
と

な
る
で
あ
ら
う
。

註
四

野
津
博

壬
前

掲
保
険

法

二
〇
〇
頁

参
照

註
胤
L
u
c
i
e
n
 
P
a
r
i
s
 
L
e
 
C
l
e
r
c
:
 
C
o
n
t
r
a
t
 
d
'
 
a
s
s
u
r
a
n
c
e
.
 
s
a
 
n
a
t
u
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
(
;
5
e
A
R
R
t
_
D
 
5
7
 
-
6
`
-
'
.
 
7
5
 
8
0
.

参
照

C
l
a
u
d
e
 
L
a
f
f
a
r
g
u
e
 
C
p
 
5
)
-
6
0
 
c
t
t
e

)
参
照

北
冠
教
授
は

「
保
険
傾
額
は
本
來
主
観
的
な
贋
額
で
あ
ろ
」
も
の
が
如
何
に
し

て
批
判

の
原
理
た
り
得

る
か

(
前
掲
民
商
法
二
六
頁
)
と
難

ぜ
ら
れ
る
が
、
保
険
契

約
者
が
危
険
團
體

を
構
成
す
る
に
及

ん
で
は
、
主
槻
的

許
償

は
客
観

的
標
準

に
よ
り
批
判

せ
ら
れ
、
客
観
化
、
批
判
.

保
険
価
額

に

付

い

て

・

五
六

一



原

理
化
す

る
の
で
あ
る
。
叉

も
云
ふ
如
く

「
主
観
的

(
人
的
)
利
益

の
み
が
保
険

し
得
る
」
と
の
意
味

に
於

て
そ
わ
は
本
來
主
観
的

で
あ
る
こ
》
は

短
ひ
な

い

(
註
二
)
「
保
険
取
引
に
於
て
取
扱
は
れ
る
云
云

」
に
対
す

る
教
授

の
論
難

「
其
で
は

根
採

と
し

て
填
補
観
念

を
捨

て

」
有
償
取
引
に
於
け
る

一
方

の
給
付

の
価
値

で
あ
る
か
の
感
を

起
さ
せ
る
」
は
、
博

士
に
は
當
ら
な

い
こ
と

に
な

る
。
蓋
し
博

士
に
於

て
、
保
険
…坂
引
に
入

る
に
及
ん
で
客
観
化
さ
わ
る
と
云
ふ
こ
と
は
利
得
禁

止
.原
則

の
支
配

を
當
然
思
惟

せ
ら
れ
て

ゐ
る
か
ら
で
あ
る

(
前
褐
保
険

法

一
九
五
頁
参
)
私
は
、
坂
引

の
語
義

を
有
償
取
引

の
意
味
に

の
み
解
す

る
考

万
が
正

富
で
あ
る
か
を
疑

ふ
.

尚
ほ

金
平
氏
前
掲

八
〇
ー

八

一
頁
参

照

野
津
博
士
、
前
掲

「
保
険
法
」

一
九
九
ー

二
〇
〇
頁

(
註

三
)
参

黙

野
津
博
士
薗
掲
、

一
九
六
ー

一
九

七
頁
、
水
口
博
士
前
掲

、
四
七
充
頁
、
松
本
博
士
、
前
掲
八

三
頁

、
田
中
博

士
、
前
掲
八

一
頁
、
大
濱
教

授
、
前
掲

一
五

一
頁

、
北
村
教
授

、
國
纏
五
九
管
六
號
、

三
二
頁
、
佐
波

學
士

前
褐
四

一
巻
、

三
七
六
頁

、
以
上
同

謎
旨

加
藤
博

士
前
禍
四
頁
、
金
平
氏
前
掲
八
三
頁
参
照

海

上
保
険

に
於
け
る
協
定
保
険

償
額

の
成

立
ま
で

の
沿
車
に

つ
い
て
は
、

参
照
其

の
他

参
照

(
完

)

(
昭

一
二

、

三
、

一
四

稿

了

)
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